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月別降水量 月別平均気温

年間降水量 年平均気温

 

１－１ 気象 

 

○本市の気象は、春から秋にかけては内陸盆地気候となり、冬季は日本海からの季節風 

の影響によって降雪量が多く、日本でも有数の豪雪地帯となっています。 

○年平均気温は 11.5℃、年間降水量は 1,396mm です。また、最深積雪平均は平地で

115cm（※1）、山間部では 250cm（※２）で、１年のうち約３分の１の期間が雪に覆われ、

特別豪雪地帯に指定されています。（数値はいずれも平成 18～22 年度までの 5 年間

の平均） 
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※１…長野地方気象台飯山地域気象観測所数値   ※２…羽広山観測所数値 

■■■■年別年別年別年別気象概況気象概況気象概況気象概況        （平成元年～平成 22 年） 
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降雪量 冬期平均気温（12月～3月）

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 地形 

 

○本市は、長野県で最も低い千曲川沖積地に広がる飯山盆地を中心に、東側には三国山

脈、西側には関田山脈が連なる南北に細長い地形を呈しています。 

○盆地内には長峰丘陵等が横たわり、また、常盤平、木島の平、外様平と呼ばれる３つ

の平があります。特に常盤平及び木島の平は、千曲川の氾濫により上流から運ばれた

土砂が堆積してできた平野です。 

○市域の南西部には斑尾高原、北西部には鍋倉山、東部には長野県の郷土環境保全地域

（※）に指定されている小菅山があり、多くの自然

資源に恵まれた立地条件を備えています。平成17

年には、斑尾山を起点に関田山脈の峠を尾根沿い結

ぶトレッキングルート「信越トレイル」が開通。ま

た、平成18年４月には小菅山、鍋倉山の森を活用し

た「森林セラピー基地いいやま」がオープンし、森

林の効果で人々を癒しています。 

 

※郷土環境保全地域･･･優れた自然を県民の貴重な資産として後代に伝えるとともに、県民の良好な
生活環境の保全を図ることを目的に長野県が指定する地域。 

 

１－３ 植生、自然保護等 

 

（１）植生 

○本市は、千曲川沿いに水田や畑や果樹園が広がり、その西側方向には山並みの緑地が

連続しています。この山並みの緑地は、ほとんどが二次林（薪炭利用や耕作などの土

地利用の放棄後に二次的に成立した森林）と植林によって構成されており、北西部の

■■■■降雪量及降雪量及降雪量及降雪量及びびびび冬期平均気温冬期平均気温冬期平均気温冬期平均気温        （昭和 59 年度～平成 22 年度） 
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クマによるトウモロコシの被害 

市境に沿った尾根部に自然植生の分布がみられます。 

○二次林の多くはコナラやミズナラで構成され、一部にブナやアカマツの林も見られま

す。これらの二次林に混じって、スギやカラマツの植林が分布しています。 

○市の北西部の尾根筋に分布する自然植生はブナ林であり、このあたりの地域に本来的

に分布する自然の森林といえます。このブナは昭和 49 年 8 月に市の木として指定さ

れています。 

○一方、市域を縦断して流れる千曲川の河原には、ヨシ群落やヤナギ低木群落といった

氾濫原（河川の近くにあって洪水時に浸水を受ける低地）を特徴づける植生が見られ

ます。 

○本市の山地には、雪国を特徴づける植物として、早春、残雪の間に美しい真紅の花を

咲かせるユキツバキが自生し、昭和 49 年８月に市の花として指定されています。 

○平成 16 年８月にミズナラやコナラなどの木が枯れる被害（ナラ枯れ）が飯山市にお

いて初めて確認されました。以来、まるで季節はずれの紅葉のようにこれらの木が真

っ赤になって枯れる被害が毎年見られます（平成 22

年現在）。これは、カシノナガキクイムシが伝搬する

病原菌（カビの一種）による伝染病であることがわか

っています。 

 抜本的な対策は難しい状況ですが、市では長野県など

とも連携し、被害拡大防止に向けた防除の取り組みを

行っています。一方、同様の被害は江戸時代からあっ

たとする古文書が飯山市内で見つかり、ナラ類を薪炭

に活かすことで被害拡大を防いだという当時の記述があったことから、今後の対策方

法の検討に活用することも考えられます。 

○市内の森林では、ブナ堅果の不作年にツキノワグマの人里への出没が多発する傾向が

見られ、平成 16年ごろからは顕著に、その目撃数が増加しています。住宅地にも度々

出没し、農産物等の食害や人的被害も報告されています。市では長野県の「特定鳥獣

保護管理計画」に従い、年間捕獲数を定め駆除を行っていますが、里山の整備がされ

ていないことも出没が増える原因の 1 つとして考えられています。イノシシ・シカ・

ハクビシン等、他の鳥獣も含め、人間と動物がうまく共存できる環境づくりが求めら

れています。 

 

（２）自然保護 

○本市の小菅山一帯（493.49ha）は、歴史的に特色のある自然環境地域として、長野県

自然環境保全条例に基づく郷土環境保全地域の指定を受けています。 

○市の自然保護条例においては、ゴルフ場、別荘団地、スキー場等の開発で、一定の規

模を超える行為を行う場合は、市へ届出を行うとともに、自然保護協定の締結を義務

づけています。 
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（３）天然記念物 

○本市には、文化財としての天然記念物が 16 件指定されており、そのほとんどが巨樹

巨木で占められています。 

○このうち、黒岩山の約 75ha は、ギフチョウとヒメギフチョウの混棲地として国の指

定を受けていますが、近年、幼虫の餌であるコシノカンアオイ、カンアオイ、ウスバ

サイシン等の植物が減少したこともあって、特にヒメギフチョウはほとんどみられな

くなっています。 

○一方、近年、市内のスキー場跡地において、環境省レッドデータの絶滅危惧種Ⅰ類に

分類されているオオルリシジミが生息していることが確認されており、ナベクラザゼ

ンソウなどの希少性の高い植物等も視野に入れて、新たな天然記念物指定の検討が必

要となっています。希少な野生動植物が生息する環境はそれ自体が貴重であることか

ら、オオルリシジミの生息地や鍋倉山のブナ林を環境保全地域に指定するなどして、

絶滅に瀕した動植物や貴重な植物相を保護していくことの重要性が指摘されていま

す。 

○また、文化的景観は比較的新しい概念ですが、例えば、瑞穂地区の小菅、岡山地区の

柄山の集落と背後の里山の植生による魅力ある景観は、人間と自然との長期にわたる

相互作用によって生み出された文化遺産であり、今後、これらについても文化財とし

て指定等を考慮していくことが求められます。 

 

 

指定区分 名称 所在地区 指定年月日 摘要 

国指定 
黒岩山 外様 昭46.7.5 

ギフチョウとヒメギフ

チョウの混凄地 

県指定 神戸のイチョウ 瑞穂 昭37.9.27 胸高幹囲14ｍ 

 小菅神社の杉並木 瑞穂 昭40.4.30 180～200本 

市指定 山田神社の大杉 太田 昭51.2.17 胸高幹囲7.42ｍ 

 小菅のイトザクラ 瑞穂 平9.1.20 胸高幹囲4.2ｍ 

 熊野神社のケヤキ 岡山 平9.1.20 胸高幹囲8.4ｍ 

 沼池のヤエガワカンバ 柳原 平9.1.20 胸高幹囲2.1ｍ 

 大久保のサルスベリ 秋津 平10.5.18 胸高幹囲1.25ｍ 

 大川のイチョウ 柳原 平10.5.18 胸高幹囲6.3ｍ 

 正行寺のイチョウ 柳原 平10.5.18 胸高幹囲6.75ｍ 

 小菅のヤマグワ 瑞穂 平10.5.18 胸高幹囲1.6ｍ 

 西大滝のエノキ 岡山 平12.3.27 胸高幹囲3.12ｍ 

 秋津小学校のイロハモミジ 秋津 平12.3.27 胸高幹囲3.6ｍ 

 三桜神社のブナ 外様 平12.3.27 胸高幹囲3.08ｍ 

 犬飼神社のカツラ 瑞穂 平15.5.30 胸高幹囲3.5ｍ 

 瀬木のイチイ 太田 平15.5.30 胸高幹囲3.1ｍ 

■■■■市内市内市内市内のののの天然記念物一覧天然記念物一覧天然記念物一覧天然記念物一覧（H23.4.1 現在） 
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（４）鳥獣保護 

○本市には鳥獣保護区として現在、長峰、北竜湖、野々海の３地区が指定されており、

北竜湖の湖水面は特別保護地区に指定されています。 

○また、綱切橋から中央橋までの間の千曲川流域 48ha は、鉛散弾規制区域に指定され

ています。 

 

（５）生物多様性の保全 

○地球上には動物・植物など様々な生物が生息しており、多様な生物種がいたり、同じ

種でも生息地域によって異なる気候や風土、環境に合わせた進化をしたり、生物同士

が互いに関係しながら築き上げた生態系も様々なものがあります。これら生態系の多

様性・種の多様性・遺伝子の多様性を総称して「生物の多様性」と呼んでいます。 

○ところが近年、特定の生物の過剰採取や外来種の移入、環境の劣化などに伴い、生物

の多様性が脅かされつつあります。この保全のため、国際的な取り組みとして 1992

年にブラジルで行われた国連環境開発会議で「生物の多様性に関する条約」が採択さ

れ、2010 年 4 月現在、日本を含む 192 カ国とＥＵが加盟しています。また日本では

平成 20 年、生物多様性の保全と持続可能な利用をバランスよく推進することを基本

原則とした「生物多様性基本法」が施行されました。 

○飯山市は緑豊かで美しい山並みを周囲に配し、田園地帯の中心部を千曲川が流れる豊

かな自然に恵まれており、多くの生物が共生しています。こうした生物の多様性を守

るため、行政・事業者・市民が連携し、里山の手入れ、外来種繁殖の抑制、開発や乱

獲による在来生物の生育環境悪化の防止など、生物多様性の保全活動に取り組む必要

があります。 

○飯山市では国からの補助を活用し、平成 23 年度～24 年度にヒメギフチョウやオオル

リシジミの生息地保全活動や、生物多様性保全に関する啓発冊子の作成などの生物多

様性保全のための活動を行っています。 

 

（６）外来生物 

○近年、外国から入ってきた動物や植物が増殖し、在来生物の生存が脅かれる問題が発

岡山地区・柄山集落と背景の里山の景観 

市内で生息が確認された絶滅危惧種のチョウ

「オオルリシジミ」 
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生しています。外来生物法では、海外起源の外来種であって生態系、人の生命・身体、

農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から「特定外来生

物」を指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いの規制や、特定外

来生物の防除等を行うこととしています。また、特定外来生物には指定されていない

ものの、在来生物を脅かす生物も見られます。 

 

 

 

植植植植    物物物物    

生物名称生物名称生物名称生物名称    特徴特徴特徴特徴    生育生育生育生育場所場所場所場所    

アレチウリ 

（ヨーロッパ原産、特定外

来生物） 

ウリ科の一年生草本。生育速度が非常に速

いつる性植物で在来植物を覆い枯らしてしま

うこともある。 

千曲川河川敷、長峰 

オオキンケイギク 

（北アメリカ原産、特定外

来生物） 

キク科の多年草。高さ 0.3～0.7m 程度で、６

～７月頃にかけて、橙黄色の鮮やかな花を

咲かせる。 

千曲川河川敷 

セイタカアワダチソウ 

（北アメリカ原産） 

キク科の多年草。高さは 1～2.5m で、先の方

に花を付ける枝を多数出す。秋に濃黄色の

小さな花を多く付ける。 

千曲川河川敷 

オオブタクサ 

（北アメリカ原産） 

キク科ブタクサ属の一年草。高さは 1m から

3m で、花粉症の原因となる。 
千曲川河川敷 

ワルナスビ 

（ヨーロッパ原産） 

ナス科の多年草。高さ 30～70 センチメート

ル、黄褐色の鋭い刺（とげ）と星状毛がある。

白色または淡紫色のナスに似た花。 

市内全域 

そのそのそのその他他他他        

生物名称生物名称生物名称生物名称    特徴特徴特徴特徴    生息地生息地生息地生息地    

オオクチバス、コクチバス

【通称：ブラックバス】 

（北アメリカ原産、特定外

来生物） 

スズキ目・サンフィッシュ科の淡水魚。全長

30-50cm で口が大きく目の後ろまで裂けてい

るのがオオクチバス、口が小さく目より後ろ

までは裂けていないのがコクチバス。 

針 湖 池 、 北 竜 湖 、 沼 の

池、桂池、その他 

ブルーギル 

（北アメリカ東部原産、特

定外来生物） 

スズキ目・サンフィッシュ科の淡水魚。全長

25cm で昆虫類、植物、魚類、貝類、動物プラ

ンクトンなどを餌とする雑食性。 

針湖池 

ウシガエル 

（アメリカ東部・中部、カナダ

南東部原産、特定外来生物） 

カエル目・アカガエル科。大型で極めて捕食

性が強く、昆虫やザリガニの他、小型の哺乳

類や鳥類、爬虫類、魚類までも捕食する。 

市内全域 

 

 

■■■■市内市内市内市内にににに生育生育生育生育・・・・生息生息生息生息するするするする外来生物外来生物外来生物外来生物    （一例） 
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１-４ 河川・湖沼 

 

（１）河川 

○市内を縦断する形で、飯山盆地のほぼ中央を南南西から北北東へ千曲川が流れていま

す。千曲川はその源を甲武信岳に発し、長野で犀川と合流し、本市を流下して新潟県

で信濃川と名を改めて日本海へ注いでいます。 

○千曲川は、過去何回となく洪水を起こしており、その流路を大きく変えてきました。

現在、市内を流れる距離は 23.8kｍとなっています。 

○千曲川を挟んで西側には関田山系、東側には三国山系が連なっており、これらの山地

から流れ出て千曲川に流入する中小河川が数多くあります。また、湧水や地下水も豊

富で、これらの河川水や地下水は農業用水、上水道水として利用されています。 

○以前は千曲川の水を上水道水源として利用していましたが、市内各地で水源開発が進

められた結果、平成 14 年からは市内全域で地下水又は湧水を水源とすることができ、

千曲川からの上水道水源としての取水はしていません。 

○千曲川は、本市の景観形成における軸となる存在であることから、良好な河川環境の

保全を図ることによって、飯山市らしさを備えた郷土景観や風土の保全・創出に努め

ていく必要があります。 

 

 

 

一級河川一級河川一級河川一級河川（長野県管理）    

河川名河川名河川名河川名    河川延長河川延長河川延長河川延長    河川名河川名河川名河川名    河川延長河川延長河川延長河川延長    

野々海川 2,834ｍ 寒 川 1,700ｍ 

桑名川 2,000ｍ 出 川 7,303ｍ 

運上川 3,520ｍ 黒井川 3,597ｍ 

今井川 3,400ｍ 日光川 2,250ｍ 

広井川 2,250ｍ 滝沢川 2,100ｍ 

皿 川 3,815ｍ 清 川 4,480ｍ 

田草川 2,600ｍ 宮沢川 1,700ｍ 

準用河川準用河川準用河川準用河川（飯山市管理）    

河川名河川名河川名河川名    河川延長河川延長河川延長河川延長    河川名河川名河川名河川名    河川延長河川延長河川延長河川延長    

御立野川 3,000ｍ 江 川 1,700ｍ 

栄 川 900ｍ 笹 川 1,700ｍ 

兎 川 1,700ｍ 大 川 2,700ｍ 

上境川 800ｍ 南 川 1,200ｍ 

 

 

■■■■千曲川水系千曲川水系千曲川水系千曲川水系    市内河川市内河川市内河川市内河川のののの状況状況状況状況 
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一級河川一級河川一級河川一級河川（長野県管理）    

河川名河川名河川名河川名    河川延長河川延長河川延長河川延長    河川名河川名河川名河川名    河川延河川延河川延河川延長長長長    

長沢川（松田川） 7,348ｍ 沼 池 500ｍ 

準用河川準用河川準用河川準用河川（（（（飯山市管理飯山市管理飯山市管理飯山市管理））））        

河川名河川名河川名河川名    河川延長河川延長河川延長河川延長    

滝の脇川 1,600ｍ 

 

（２）湖沼 

○本市には、大小数多くの湖沼がありますが、代表的なものは沼池(斑尾)、桂池、中古

池(いずれも黒岩山)、茶屋池(鍋倉)、針湖(長峰丘陵)、北竜湖(瑞穂小菅)です。 

○本市の湖沼の特徴は、雪解け水を溜め、水田の灌漑用水を供給する機能を果たしてい

る点です。また、標高の高い場所にある湖沼は雪解けが遅くなるため、夏の期間が短

く水が暖まりにくい、水深の浅い湖沼は灌漑用水として排水されるため、湖水の大部

分が雪解け水や湧水と入れ替わり、水が汚れにくい等の特徴があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-５ 地下水 

 

○飯山盆地は周囲を山で囲まれ、その山地を水源とする多くの河川が流下しているため

扇状地となっていることから、地下水に恵まれた地域となっています。本地域には

100 本近い井戸が分布しており、１日の揚水量は 10 万㎥と推定されています。 

○地域がら、地下水の 90％以上は、道路等の消雪用に利用にされていますが、消雪用

水の利用は冬期間（12月頃～3 月頃）に限られています。消雪用水のほかは、水道用

水、工業用水等に利用されています。 

○市街地を中心に、冬期間、消雪用としての地下水の汲み上げが集中すると、地下水位

の低下や地盤沈下を招くおそれがあるため、計画的な地下水の使用が行われるよう、

監視をしていく必要があります。 

湖沼名湖沼名湖沼名湖沼名    湖面面積湖面面積湖面面積湖面面積    湖岸延長湖岸延長湖岸延長湖岸延長    最大深度最大深度最大深度最大深度    

沼 池 159,000 ㎡ 2,100ｍ 3.5ｍ 

桂 池 33,000 ㎡ 860ｍ 8.5ｍ 

中古池 3,500 ㎡ 470ｍ 4.0ｍ 

茶屋池 32,000 ㎡ 1,000ｍ 8.0ｍ 

針 湖 33,000 ㎡ 770ｍ 3.5ｍ 

北竜湖 188,000 ㎡ 2,000ｍ 5.5ｍ 

■■■■関川水系関川水系関川水系関川水系    市内河川市内河川市内河川市内河川のののの状況状況状況状況 

■■■■主主主主なななな湖沼湖沼湖沼湖沼のののの状況状況状況状況 

湖沼写真 
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※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）…河川水など有機物による汚濁の程度を示すもので、微生物によ

って有機物が分解されるときに消費される酸素の量から算出される値。数値が高いほど有機物の量が

多く汚れていることを示している。 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

山間地河川平均 集落内河川平均

市街地河川平均
古牧橋 綱切橋 大関橋 市川橋

２－１ 水環境 

 

（１）河川の水質状況 

○市では毎年、千曲川の４地点、市内中小河川の44地点、湖沼の６地点において水質調

査測定を実施しています。河川や湖沼の水質汚濁防止は、水生生物の保護や、農業用

水の確保にあたり、重要な問題になります。市内では生活排水の河川流入によって、

一時期、市内河川の水質が悪化する傾向がみられましたが、近年の下水道等普及によ

り、これらが原因となる汚濁はほとんど見られなくなりました。しかし、農地を流れ

る中小河川の一部では、ＢＯＤ（※）値が高くなるなど水質の汚濁が見られます。 

○本市を含む千曲川下流（上田市大屋橋から県境まで）は、環境基準のＡ類型に指定さ

れておりＢＯＤの基準値が２mg/L 以下に定められています。千曲川の測定地点にお

けるＢＯＤの値は、平成２年度以降急激に上昇した後、平成10年度以降減少し、平成

22年度は1.3～1.5mg/ℓでした。 

○市内を流れる中小河川等は、①市街地を流れるもの、②集落（村部）を流れるもの、

③山間地を流れるものに区分されます。これらの河川等は、水量に変動があるため、

流域周辺の環境によって水質に影響を受けやすい状況にあります。 

○近年千曲川の水質は、県内各観測点でＢＯＤ値が基準値の2.0mg/ℓ 以下となっており

水質の汚濁は見られません。しかし、千曲川の水質は流入する河川の水質に大きな影

響を受けることから、市内で見られる市街地や農地を流れる中小河川等の水質汚濁は、

改善していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第２２２２節節節節    生活環境生活環境生活環境生活環境    

■■■■千曲川千曲川千曲川千曲川におけるにおけるにおけるにおけるＢＯＤＢＯＤＢＯＤＢＯＤ値値値値のののの経年変化経年変化経年変化経年変化 

８
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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８ 

■■■■中小河川中小河川中小河川中小河川のののの分類別分類別分類別分類別ＢＯＤＢＯＤＢＯＤＢＯＤ値値値値のののの変化変化変化変化 
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Ｈ
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Ｈ
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８ 
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（ｍｇ/ℓ） BOD 

（ｍｇ/ℓ） 
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6.0

8.0

10.0

12.0

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

針湖池 沼池 北竜湖 桂池 茶屋池 田茂木池 平均

（２）湖沼の水質状況 

○市内の多くの湖沼は山間地に分布しているため、生活排水や事業所排水の影響を受け 

ることはなく、降雨や干ばつによる希釈･濃縮などによりＣＯＤ（※）の値が変化して

います。 

なお、針湖については、他の湖沼と比較して特にＣＯＤ値が高く、水質の汚濁が進ん

でいますが、これは周辺の耕作地からの肥料分が流入しているためではないかと考え

られています。その他の湖沼は、比較的良好な水質を保っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 生活排水 

 

（１）雑排水対策 

○市内では、公共下水道、農業集落排水施設等の整備が進められ、これらの区域以外で

は合併処理浄化槽の設置を促進して、水洗化や家庭雑排水対策を進めています。 

（２）し尿処理 

○市では、平成元年度に市内全域を公共下水道、農業集落排水施設、又は合併処理浄化

槽のいずれかで水洗化を図るために、「下水道整備構想エリアマップ」を策定して事

業を推進し、平成２２年度に見直しを行って各地区の水洗化計画を決定しています。 

○市では、下水道整備構想エリアマップの浄化槽整備地区を対象に、平成３年度から小

型合併処理浄化槽の設置者に対して補助金の交付を行っています。 

○し尿のくみ取り量は、平成３年度をピークに年々減少しており、平成２２年度のくみ

■■■■湖沼湖沼湖沼湖沼のののの CCCCＯＤＯＤＯＤＯＤ値経年変化値経年変化値経年変化値経年変化 

※ＣＯＤ（化学的酸素要求量）…有機物による汚濁の程度を示すもので、水中の汚濁物質を酸化剤

によって分解するときに消費される酸素の量をいう。数値が高いほど有機物の量が多く汚れが大き

いことを示しており、湖沼など藻類による光合成の影響を受ける場合に用いられる。 

COD 

（ｍｇ/ℓ） 
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取り量は 2,264kℓ、浄化槽汚泥は 554kℓでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 公害防止 

 

（１）大気汚染の状況 

○大気汚染物質には、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント

等があります。これらは、工場、事業所等の活動に伴い排出されるばい煙や自動車排

出ガスなどから発生し、大気中の濃度が高くなると人の健康や生活環境に被害をもた

らす場合があります。発生源は国内のみではなく、偏西風とともに流れてくる諸外国

からの汚染物質も大きな原因と考えられています。 

○県では、一般環境大気測定局１９局、自動車排出ガス測定局７局を設け、常時監視を

行っています。本市周辺では中野市内（※）に一般環境大気測定局が設けられており、

平成 21 年度の測定結果は、二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに環境基準以内でした。 

○酸性雨については、長野県内 5 地点において 1 か月ごと降水の pH 等について調査が

行われています。平成 21 年度の平均 pHは 4.4 から 6.9 の範囲となっており、県内で

も酸性雨が観測されています。 

○近年、大気汚染として苦情があるのは、ごみの野焼き等に伴うものがほとんどです。 

※中野市にある一般環境大気測定局は中野市中央の長野県中野庁舎に設置。 

 

事業事業事業事業    名称等名称等名称等名称等    計画面積計画面積計画面積計画面積（（（（hahahaha））））    計画処理人口計画処理人口計画処理人口計画処理人口（（（（人人人人））））    

飯山処理区 ５２７ ９８００ 
公共下水道 

木島処理区 １１０ １８００ 

戸狩処理区 ２７６ ３７００ 
特定環境保全公共下水道 

斑尾処理区 ４８ １００ 

木島南部 １４ ４００ 

木島 ２４ ８３０ 

瑞穂 ８７ ２５１０ 

北瑞 ３６ ９２０ 

常盤第一 ４２ １３２０ 

常盤第二 ６７ １９５０ 

温井 １８ ３５０ 

羽広山 ５ １１０ 

農業集落排水施設 

照岡 ５５ ９９０ 

■■■■下水道整備計画下水道整備計画下水道整備計画下水道整備計画（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年度末現在年度末現在年度末現在年度末現在）））） 
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（２）騒音･振動の状況 

○本市は、昭和 48 年に騒音規制法に基づく地域指定を、昭和 57年に長野県の公害の防

止に関する条例の規定による深夜営業騒音に関する地域指定を、昭和 61 年に騒音に

関わる環境基準の類型指定を受けています。 

○騒音規制法に基づく特定事業場は市内に 18 か所あり、必要に応じて騒音測定を実施

し、改善指導等を行っています。 

○交通騒音については国道 117 号線を中心に、関連する主要地方道を含め騒音測定調

査を行っています。自動車交通量の増大や輸送車両が大型化していることに伴い、交

通騒音及び振動に関する監視や調査を継続して行っていくことが重要となります。 

○一般生活に伴うカラオケ、ピアノ、ペットの鳴き声、ボイラなどの生活騒音に関する

近隣・生活環境型の苦情も増えています。 

○北陸新幹線の整備に伴い、新たに、沿線区域の新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型

指定が平成 14 年２月に行われました。新幹線の開通に伴い、鉄道騒音や関連施設か

らの機械等による騒音も監視を行っていく必要があります。 

○振動については、騒音と同様に工場や自動車交通に伴って発生するものがほとんどで

あり、昭和 62 年に振動規制法に基づく地域指定を受けています。 

 

（３）悪臭の状況 

○悪臭は感覚公害といわれ、人の感覚に直接知覚されるものであり、個人差が大きいも

のです。本市は昭和 50年に悪臭防止法に基づく規制地域の指定を受けています。 

 

（４）特定施設等の届出状況 

○本市における工場・事業所等の水質、騒音及び大気の関係法令に基づく特定施設等の

届出状況は、次のとおりとなっています。 

 

 

 

■■■■「「「「野焼野焼野焼野焼きのきのきのきの禁止禁止禁止禁止」」」」についてについてについてについて    

野外焼却（野焼き）は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関

係法令により禁止されている行為です。野焼きとは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物を

焼却することで、焼却炉を使った焼却も、構造基準を満たしていない 

焼却炉は不完全燃焼を起こしやすくダイオキシン類が発生するため使 

用できません。 

（野焼きの例外） 

・関係法令に基づく廃棄物処理基準に従って行う場合 

・公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合や、周辺への影響が 

軽微な場合 

（例）農林業を営むためにやむを得ないもの、庭先でのたき火やキャンプファイアーなど 
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0
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40
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大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 悪臭 その他

区分 施設数 

水質汚濁防止法に基づく特定事業場数 ３３６ 

大気汚染防止法に基づく特定施設数 ６９ 

騒音規制法に基づく特定事業場数 ５５（工場数 １６） 

公害防止に関する条例（長野県）に基づくもの   １２ 

 

（５）公害苦情の状況 

○公害苦情は、平成１２年頃、ダイオキシン類に対する住民意識の高まりを反映して、

ごみの野焼き等に係る大気汚染・悪臭に対する苦情が急増しましたが、近年これらの

苦情は減少傾向で、灯油等の流出事故に伴う水質汚濁による公害苦情の割合が増加傾

向です。 

○平成２２年度における公害苦情の内訳は、水質汚濁１０件、土壌汚染１件、大気汚染

７件、騒音１件、悪臭１件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４ 水道 

 

○本市の上水道はかつて千曲川の表流水を主な水源としていましたが、平成 14 年に千

曲川水源を脱却し、現在、上水道水源はすべて地下水及び湧水です。 

○また、簡易水道は、市営が１２施設、地元経営が１施設であり、その他飲料供給施設

が５、地元経営水道が１４あります。 

 

２－５ 有害化学物質 

（１）フロンの回収 

○1980 年代から問題となっているオゾン層の減少は依然続いており、極端にオゾンの

量が少ない「オゾンホール」は縮小の兆しが見られていません。オゾン層破壊の原因

物質であるフロンについて、日本では、特定フロンの生産全廃や規制の対策を進めて

Ｈ
22 

Ｈ
21 

Ｈ
20 

Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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■■■■公害苦情処理受付状況公害苦情処理受付状況公害苦情処理受付状況公害苦情処理受付状況 

（件） 
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いるほか、「家電リサイクル法」（平成 13 年施行）や自動車リサイクル法（平成 17

年完全施行）により、家庭や業務用の冷凍・冷蔵庫、エアコン、カーエアコンなどに

入っているフロン類の回収･処理が進められています。 

（２）ダイオキシン類対策 

○ダイオキシン類は、ものの燃焼等の過程で副産物として生成される有機塩素化合物で

あり、微量でも毒性が強い上、分解されにくく体内に蓄積されると様々な障害を起こ

すといわれています。 

○日本におけるダイオキシン類の発生源の約８割は、一般ごみの焼却が原因といわれて

います。このことから、平成 21 年に稼動したごみ焼却施設「エコパーク寒川」は焼

却の際にほとんどダイオキシン類が発生しない設計となっているほか、定期的に有害

物質の測定を行い、大気汚染が発生しないよう管理されています。 

○ダイオキシン類対策特別措置法により、焼却能力 50kg/時間以上又は火床面積 0.5 ㎡

以上の廃棄物焼却炉は県へ届出が必要とされています。届出されている焼却炉は、平

成 22 年度末現在、エコパーク寒川を含め市内に４施設あります。 

 

２－６ 放射能汚染による被害防止対策 

○平成 23年 3月 11 日に発生した東日本大震災により、福島県にある原子力発電所が大

規模な津波に襲われ運転が停止し、放射性物質が空気中へ放出される事故が発生しま

した。この事故により、発電所がある福島県だけでなく、日本国内の広範囲で放射性

物質が検出される事態となりました。 

○市内で平成 23年 8 月及び 11 月に行った環境放射線量の測定では、健康に影響のない

数値が測定されましたが、事態の収束には数十年かかるとも言われており、今後も継

続的に計測を行っていくとともに、土壌や農産物の放射性物質の計測も行っていく必

要があります。 

○飯山市から直線距離で 50km 以内にある新潟県柏崎市にも原子力発電所があり、絶対

に事故を発生させないよう働きかけを行っていくことはもちろん、今後、万が一事故

が発生した場合の対応等についても、準備をしておくことが必要です。 

 

 

測定場所測定場所測定場所測定場所    測定日測定日測定日測定日    測定値測定値測定値測定値    測定場所測定場所測定場所測定場所    測定日測定日測定日測定日    測定値測定値測定値測定値    

H23.7.29 0.07 H23.7.29 0.08 市役所駐車場 

（高さ１ｍ） H23.11.2 0.08 
市役所 屋上 

H23.11.2 0.08 

採取場所採取場所採取場所採取場所    
平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度    

（（（（11111111 月採取月採取月採取月採取））））    

平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度    

（（（（2222 月採取月採取月採取月採取））））    

平成平成平成平成 22222222 年年年年度度度度    

（（（（7777 月採取月採取月採取月採取））））    

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    

（（（（2222 月採取月採取月採取月採取））））    

１号炉 煙突 0.0 0.0 0.0 0.00017 

２号炉 煙突 0.0 0.000090 0.0 0.00016 

（排出基準値 5.0、自主規制値 0.1） 

■■■■エコパークエコパークエコパークエコパーク寒川寒川寒川寒川からからからから排出排出排出排出されるされるされるされるダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシンのののの測定状況測定状況測定状況測定状況                                     （単位：ng-TEQ/㎥ N） 

■■■■飯山市役所飯山市役所飯山市役所飯山市役所でのでのでのでの放射線量放射線量放射線量放射線量のののの測測測測定状況定状況定状況定状況                        （測定値単位はμSv）  
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「放射線」は原子核から出てくるエネルギーそのもので、「放射能」は放射線を出

す能力のことです。懐中電灯に例えると、光が放射線、懐中電灯本体が放射性物

質、懐中電灯の光を出す能力が放射能にあたります。 

 一般に「放射能漏れ」とは「放射性物質漏れ」のことであり、放射線を出す放

射性物質が原子力施設の外部に漏れ出すことです。 

（消費者庁発行「食品と放射能Ｑ＆Ａ」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－７ 雪とのかかわり 

 

○本市は、１年のうち約３分の１の期間が雪に覆われているため、道路交通の確保や日

常生活での雪処理の軽減など、雪を克服し、冬期間も夏場と同様な快適な市民生活の

維持を図ることが永年の課題となっています。 

○多量の降雪や積雪は、交通機能を麻痺させるだけでなく、産業の発展や人口動態にも

影響を及ぼし、また、雪崩等の災害、屋根の雪下ろし時の事故や家屋等の損傷など、

人命、財産に被害を与えます。このため、本市において雪対策は避けて通ることので

きない重要な課題です。 

○このため、雪に強い幹線道路や除雪体制、除雪機械、消雪パイプの整備、屋根雪対策

として融雪・耐雪型の克雪住宅の普及など、様々な克雪対策を推進しています。 

○また、市民と行政が協力して秩序ある道路等の除・排雪を行うことを目的として昭和

55 年 10 月に「冬のくらしを明るくする条例」を制定するとともに、昭和 62 年には

「克雪都市宣言」を行っています。 

○一方、雪は、飯山らしさとして定着しており、平成 23 年度にはスキー100 周年を迎

えました。これまでに飯山ではオリンピック選手を何人も輩出するなど、スキー発展

に大きな成果を上げています。また、雪まつり、かまくら祭りなど親雪・利雪を目的

としたイベントは、年々来場者数が増加しており、冬季の本市を特徴づけるものとな

■■■■放射能放射能放射能放射能、、、、放射線放射線放射線放射線、、、、放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの違違違違いはいはいはいは････････････              

放射線放射線放射線放射線    

〈単位：シーベルト〉    

（（（（光光光光））））    

放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質〈単位：ベクレル〉    
（（（（懐中電灯本体懐中電灯本体懐中電灯本体懐中電灯本体））））    

放射放射放射放射能能能能    
（（（（懐中電灯懐中電灯懐中電灯懐中電灯のののの光光光光をををを出出出出すすすす能力能力能力能力））））    
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っています。 

○雪を環境資源としてとらえると、地下水のかん養源であり、「おいしい水道水」の源

でもあります。また、厳しい冬を生きぬくための先人の生活の知恵は、雪国ならでは

の文化や産業を築きあげてきました。 

雪国ならではの生活の知恵、暮らし方をもう一度見つめ直し、雪と調和した都市を創

造するという視点を根本に据えた雪対策が必要となっています。 

○なお、道路凍結による事故防止を図るため、凍結防止剤の散布を行っていますが、気

象状況又は生活環境の変化に応じて、散布を行う沿道の農地や、水源への影響、コン

クリート構造物の腐食化等の問題にも注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪活用の写真 

 

 

 

雪イベントの写真 
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３－１ 土地利用 

 

○本市は東西に23.1km、南北に25.2km の広がりをもっており、市全体の面積は202.32

㎢となっています。 

○土地利用の状況は、全体の６割近くを森林（58.8％）が占めており、それ以外は農用

地（17.4％）、水面･河川･水路（4.1％）、道路（3.7％）、宅地（3％）、原野（1.4％）、

その他（11.6％）となっています。（※） 

（※数値は国土利用計画第二次飯山市計画 基準年H18） 

○盆地内部の平坦地部は主に稲作地として土地利

用が行われており、岡山上段地区は畑地として

大規模な農地開発が行われました。 

○森林をはじめとする自然的土地利用面積が市全

体の約82％を占めていることによって、本市の

自然に恵まれた環境が形成されています。今後

も自然環境との調和のとれた土地利用の推進を

図っていくことが必要です。 

○本市の都市計画区域は、昭和25年に旧飯山町全

域を対象として1,613ha が定められ、昭和41 年に秋津、木島の一部を区域に取り込

み、旧飯山町の山間部を除外し、現在の1,083ha に変更されました。現在の用途地域

面積は318ha であり、住居系が77％、商業系が８％、工業系が15％となっています。

また、特別用途地域として愛宕町の仏壇街7.2ha が特別工業地区に指定され、準防火

地域として94ha が指定されています。 

○都市計画区域については、平成12 年３月に策定した「飯山市都市計画マスタープラ

ン」に基づき、区域の見直し、適切な用途の設定により、健全な都市づくりに向けた

土地利用の誘導と規制を図っていくことが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第３３３３節節節節    快適環境快適環境快適環境快適環境    

■■■■市内市内市内市内のののの土地利用状況土地利用状況土地利用状況土地利用状況 

■■■■都市計画用途地域都市計画用途地域都市計画用途地域都市計画用途地域のののの現状現状現状現状 

区分 面積（ｈａ） 

第一種低層住居専用地域 ９３ 

第一種中高層住居専用地域 １７ 

住居地域 １３３ 

近隣商業地域 ２０ 

商業地域 １０ 

準工業地域 ２７ 

工業専用地域 １８ 

計 ３１８ 

 

森林

58.8％農用地

20.6

その他

11.6

水面等

4.1

道路

3.7

宅地

3.0

原野

1.4
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経営耕地面積 耕作放棄地面積

○市内の経営耕地面積は年々減少傾向にあり、農地区分としては水田がおよそ６割を占

めています。農家の担い手不足や高齢化が進み、農家数が年々減少傾向にあり、経営

耕地面積に対する耕作放棄地面積の割合も年々増加しつつあります。 

○畑ではアスパラ、ズッキーニ、キュウリ等が多く栽培されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 道路・交通 

 

○本市の主要交通網は、幹線道路は国道117号線、292号線及び403号線が走っており、

長野市と新潟県十日町方面を結ぶJR飯山線が市内を南北方向に通過しています。 

○自家用車の増加に伴い、鉄道、バス等の公共交通機関は利用者が減少している一方、

高齢化の進展に伴い、交通弱者の移動手段の確保が求められています。平成24年度の

新公共交通システムによる運行開始を目指し、平成23年度に調査事業を実施しました。 

○市の南部に接する旧豊田村を上信越自動車道が通過しており、豊田飯山ICが近接してい

ます。また平成26年度末の北陸新幹線飯山駅開業に向け、駅周辺整備等を進めています。 

○市内の道路のうち、国道や県道の幹線道路はほぼ100％舗装整備されていますが、道

路全体の８割以上を占める市道の舗装率は５割強と低くなっています。しかし集落内

などの生活道路はほぼ100％の舗装整備となっています。 

 

３－３ 歴史・文化 

 

○信越県境に位置する飯山市は、豊かな自然に囲まれ、飯山盆地を北上する千曲川の恩

恵を受けながら特色ある雪国文化をはぐくんできました。 

○歴史的には信州の北の玄関口として他地域との交流が見られるほか、国指定の小菅神

社奥社、県指定の飯山城跡、恵端禅師旧跡をはじめとした多くの文化財が地域を語る

貴重な財産として受け継がれています。 

○一方で生活環境の変化により利便性や普遍性が重視され、山間部を中心とした高齢化

や地域的な繋がりの希薄化など、地域文化の継承が今後の重要な課題となっています。 

■■■■市内耕地面積市内耕地面積市内耕地面積市内耕地面積のののの推移推移推移推移（（（（2010201020102010 農林業農林業農林業農林業センサスセンサスセンサスセンサス））））                                             

（ha） 
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○文化財の保護・活用を図るとともに、語り継がれた歴史、おまつりなどの年中行事に

あらわれる民俗文化、食文化の中に多岐にわたる文化資源としての価値を積極的に見

出し、発信し、次世代につなげていく地域づくりを推進する必要があります。 

 

 

種種種種            別別別別    
名名名名                称称称称    

※（ ）内は指定年及び所在地 

重要文化財 

白山神社本殿及び附属棟札（Ｓ27、岡山）、健御名方富命彦神別神社

末社若宮八幡神社本殿（Ｓ27、太田）、小菅神社奥社本殿及び附属宮

殿 2基（Ｓ39、瑞穂） 

重要無形民俗文化財 小菅の柱松行事（Ｈ23、瑞穂） 

国 

（重要美術品） 健御名方富命彦神別神社本殿及び付属鰐口（Ｓ23、太田） 

史跡 
恵端禅師旧跡正受庵（Ｓ35、飯山）、飯山城跡（Ｓ40、飯山）、 

勘介山古墳（Ｓ40、秋津） 

県宝 

桐竹鳳凰文透彫奥社脇立（Ｓ39、瑞穂）、板絵著色観音三十三身図（Ｓ

39、瑞穂）、木造伝聖徳太子立像（Ｓ54、飯山）、太刀 銘天然子壽

昌（Ｈ1、飯山）、菩提院の絹本著色両界曼荼羅図（Ｈ14、瑞穂） 

無形民俗文化財 五束の太々神楽（Ｈ10、太田） 

県 

(選択無形民俗文化財) 富倉の笹寿司（Ｈ12、富倉） 

有形民俗文化財 
今井の伊勢社（Ｓ61、太田）、万仏山観音石像及び本尊（Ｓ61、瑞穂） 

秋津の祭り屋台（Ｈ4、秋津）、五束の伊勢社（Ｈ10、太田） 

無形民俗文化財 
さつまおどり（Ｓ48、常盤）、五束の御柱（Ｈ13、太田） 

桑名川の大祭（Ｈ15、岡山）、からすおどり（Ｈ16、全域） 

史跡 

須多峰遺跡（Ｓ51、飯山）、藤ノ木の御旧跡〈伝親鸞聖人・蓮如上人

御旧跡〉（Ｈ4、柳原）、有尾１号古墳（Ｈ9、飯山）、法伝寺２号古

墳（Ｈ9、秋津）小菅大聖院跡及び奥社参道（Ｈ15、瑞穂） 

 

（選択無形民俗文化財） 
富倉の笹寿司（Ｈ19、富倉）、いもなます（Ｈ19、全域）、えご（Ｈ

19、全域）、富倉そば（Ｈ19、富倉） 

 

 

■■■■重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財、、、、史跡史跡史跡史跡、、、、県宝等一覧県宝等一覧県宝等一覧県宝等一覧    （H23.4.現在。天然記念物は別掲。有形文化財は省略) 

五束の御柱 飯山城跡 
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３－４ 景観 

 

○本市の風景は、絵画の題材や写真の被写体として好まれていますが、このような魅力

ある地域の景観を保全・創出することを目的として、「全市公園化構想」、「飯山市

景観形成基本計画」を策定するなど、地域景観まちづくり運動を進めています。 

○国道117 号線飯山バイパス等においては、地域住民の協力を得て、フラワーロード、

桜づつみ事業などによる沿道景観づくりを進めています。また、飯山市沿道景観維持

に関する指導要綱により、屋外広告物の独自規制も行っています｡ 

○市街地を取り囲む緑豊かな山並みは、水と緑に恵まれた郷土の景観を形成している一

方、千曲川や市街地を流れる中小河川の水辺環境の保全・創出を図ることによって、

潤いのある景観を形成することができます。 

○本市の景観は、次のような５つの骨格となる要素によって形成されています。 

・領域の縁取り・・・・・・・領域を限定する山並みや台地等 

・連続する軸・・・・・・・・奥行きやつながりを感じる川や道 

・建物などの集積・・・・・・市街地、集落、寺院群等 

・目印となる建造物や山・・・方向性を示す山や建造物等 

・まとまった広がり・・・・・まとまった田畑等 

 

○また、景観資源は、次のように６つの類型に整理することができます。 

・まち並みの風景・・・・・・・・・寺町、雁木のある通り、農村集落、住宅街 

・山並みや緑の風景・・・・・・・・山、緑 

・歴史あるものの風景・・・・・・・寺社、文化財、史跡、石造物 

・川のある風景・・・・・・・・・・千曲川 

・農村や農村集落の風景・・・・・・農地、集落 

・地域の祭りやイベントの風景・・・祭り、地域行事 

 

○本市では、住民が地域の建物の形態、色彩等の外観や緑化など良好な景観保持のルー

ルづくりとして知事の認定を受けた景観形成住民協定を順次締結しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■景観形成住民協定締結地区景観形成住民協定締結地区景観形成住民協定締結地区景観形成住民協定締結地区 

名称 協定年月 地区の特徴 

小菅の里景観形成住民協定（瑞穂小菅区） Ｈ7.12 小菅神社周辺景観保護 

松倉区景観形成住民協定（飯山松倉区） Ｈ8.12 住宅団地内の住環境整備 

愛宕寺町まちづくり協定 Ｈ9.6 仏閣仏壇店のまちづくり・雁木整備 

中央通り線景観形成住民協定（飯山北町・田町区） H11.7 調和ある街並みづくり 

瀬木景観形成住民協定（太田瀬木区） 

五荷景観形成住民協定（太田五荷区） 
H13.3 

自然と調和した景観を守り、豊かで潤

いのあるまちづくり 
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○歴史資源に恵まれた地域の特徴を生かし、寺社、史跡、地域の祭り等の保全・活用を

図っていく必要があります。 

○平成 12 年３月に県は、飯山市、中野市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、豊田村

（現：中野市）及び栄村の７市町村にわたる高社山麓・千曲川下流域の優れた景観を

保全・創出し、美しい景観づくりを進めるため、長野県景観条例に基づく景観形成地

域に指定しました。重点地域は５つの地域に区分され、それぞれの地域の工作物の新

築、改築、外観変更等や土地の形質の変更、土石類の採取、広告物の表示・掲出の採

取、広告物の表示・掲出届出を要することが定められています。 

 

３－５ 公園・緑地 

 

○本市の公園・緑地は、都市公園として運動公園１か所、近隣公園１か所、街区公園が

４か所設置されており、その他の公園等として本町ぶらり広場、城山公園ポケットパ

ーク、戸狩河川公園、菜の花公園などが整備されています｡ 

○都市計画区域内人口 1人当たりの都市公園面積は約 25 ㎡であり、県平均の 9.6 ㎡を

大きく上回っていますが、供用面積のほとんどが運動公園で占めており、身近な憩い

の場としての街区公園の整備が必要です。 

○整備された公園以外では、各地域の寺社の境内などがその役割を果たしています。 

○自然を活かした公園や気軽に行ける広場など、ふれあいと憩いの場としての公園・緑

地の確保が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■市内都市公園市内都市公園市内都市公園市内都市公園のののの状況状況状況状況 

名名名名    称称称称    計画面積計画面積計画面積計画面積（（（（hahahaha））））    供用面積供用面積供用面積供用面積（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）    都市計画上都市計画上都市計画上都市計画上のののの分類分類分類分類    

新町児童公園 ０．１６ １，６４６ 街区公園 

鉄砲町児童公園 ０．１４ ９１９ 街区公園 

上町児童公園 ０．１２ １，２００ 街区公園 

飯山駅前公園 ０．３４ ３，３９４ 街区公園 

城山公園 ６．４９ ６４，９２３ 近隣公園 

飯山運動公園 ２０．８０ ２０２，２００ 運動公園 

計 ２８．０５ ２７４，２８２ ― 
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もえるごみ もえないごみ 資源物 飯山市人口
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Ｈ
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■■■■飯山市飯山市飯山市飯山市でででで回収回収回収回収しているしているしているしている資源物資源物資源物資源物 

４－１ 廃棄物・リサイクル 

（１）ごみ・資源物の処理 

○市ではごみ減量とリサイクル推進のため、平成５年度

から古紙及び粗大ごみ、10 年度からガラスびん、11 年

度からペットボトル、15年度からプラスチック容器包

装を順次資源物として分別回収し、資源化を図ってい

ます。 

○一方、本市のごみ処理量は、経済の成長に伴い増加傾

向をたどりました。この状況を受け、平成19～20年度

に「飯山市廃棄物減量等推進審議会」でごみの減量に

ついて検討が行われた結果、平成23年度末で20％のご

み減量（平成18年度比）することが審議会より答申さ

れました。その後、市民から構成されるごみ減量推進委員などと協働でごみ減量に取

り組み、平成18年度以降は徐々にごみの量は減少しています。 

○平成22年度のごみ処理量は、可燃ごみが4,912トン、不燃ごみが491トンであり、市民

一人当たりの年間処理量は225キロとなっています。 

○また、ごみと資源物等を合わせた処理量は平成22年度で6,765トンであり、平成13年

度と比べると2.6％減少しています。また市民一人当たりの年間排出量は282キロです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源物種類資源物種類資源物種類資源物種類    回収頻度回収頻度回収頻度回収頻度    

プラスチック製 

容器包装 
週１回 

古紙 月１回 

飲食用ガラスびん 

ペットボトル 
月２回 

古布類 
年２回 

（春・秋） 

第第第第４４４４節節節節    資源循環資源循環資源循環資源循環    

■■■■ごみごみごみごみ・・・・資源物処理量資源物処理量資源物処理量資源物処理量のののの推移推移推移推移 
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（トン） 

飯山市人口 

（人） 
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○本市では、分別排出の徹底、生ごみ堆肥化等による自家 

処理の推進、リサイクルの推進、ごみ問題に対する意識 

の向上等を柱としたごみ減量の推進を行っており、平成 

22年度のごみ等の再資源化率（ごみ･資源物総量のうち 

資源物の占める割合）は22.0％となっています。 

○市では、資源物回収(古紙)助成金、生ごみ処理容器購入 

 費補助金及びごみ等集積施設整備事業補助金交付制度に 

より、ごみの減量化・再資源化の推進を図っています。 

生ごみ処理器補助数は右表のとおりですが、当初は簡易 

型の安価な処理器も補助の対象としていましたが、19年度以降は購入価格1万円以上

の耐久性に優れた処理器のみを対象としたため、補助数が減少しています。 

 

（２）ごみ処理施設 

○市で収集したごみは、野沢温泉村及び木島平村と共   

同で組織する岳北広域行政組合のエコパーク寒川 

において処理されています。 

エコパーク寒川は、昭和60年から処理が行われてい

た岳北クリーンセンターの老朽化に伴い、平成21

年4月から稼働した施設です。 

○エコパーク寒川に搬入されたもえるごみ及びもえ

ないごみは、焼却・破砕・選別等処理された後、鉄・アルミ、ペットボトルについて

は資源として売却、その他は一度焼却し焼却灰は野沢温泉村にある組合の最終処分場

で埋立処分されています。 

またプラは、収集後中間処理施設へ運搬・処理された後リサイクルされています。 

○エコパーク寒川は前の施設に比べ1日当たりの処理能力が少ない設計となっているほ

か、最終処分場の埋め立て能力は１５年程度のため、各家庭や事業所での一層のごみ

減量が必要です。 

年度 補助基数 年度 補助基数 

H12 183 H18 95 

H13 144 H19 6 

H14 56 H20 9 

H15 54 H21 7 

H16 62 H22 12 

H17 39  

■■■■生生生生ごみごみごみごみ処理器補助数処理器補助数処理器補助数処理器補助数のののの推移推移推移推移 

■■■■1111 人当人当人当人当たりのごみたりのごみたりのごみたりのごみ・・・・資源物処理量資源物処理量資源物処理量資源物処理量のののの推移推移推移推移 

（キロ） 

 



第 2 章 環境の現状 

 24 

0

5

10

15

20

25

30

35

1,500

2,000

2,500

250

260

270

280

290

300

310

320

年間有収水量 1人1日当たりの使用量

（３）不法投棄対策 

○空き缶等のポイ捨て、家庭の一般ごみ、粗大ごみなど多種多様なごみが山林、河川、

空き地等へ捨てられる不法投棄が、依然市内でも見られます。不法投棄を未然に防止

するため、市では環境保全推進員を設置し、道路、公園等を中心に定期的な巡回、監

視、回収などを行っています。また県では、平成12 年４月から不法投棄監視員連絡

員を設置し、定期的にパトロールを実施しています。 

○不法投棄があった場合は、投棄者の特定を行い、回収や撤去指導を行っていますが、

投棄者が不明な場合や人通りがある道路沿いなどでは、必要に応じて地元住民、関係

団体等の協力を得ながら撤去を行っています。市では不法投棄防止啓発のための看板

を設置したり、各区の衛生委員と協力したりしながら防止のための対策を進めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ エネルギー使用 

（１）水道使用量 

○本市の上水道使用量の推移をみると、緩やかな減少傾向を示しています。これは、市

の人口減少に伴い、給水人口も減少していることを反映したものと考えられます。ま

た、配水量に対する使用量である平成22年度の有収率は78.5％であり、近年はほぼ横

ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■水道使用量水道使用量水道使用量水道使用量のののの推移推移推移推移 

■■■■不法投棄回収量不法投棄回収量不法投棄回収量不法投棄回収量のののの推移推移推移推移 
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（２）電力使用量 

○家庭や事業所など市内で消費される電力量は、年により増減を繰り返していますが、

平成14年度以降は年間消費量が20万ＭＷｈ（※）を超える値で推移しています。 

また、季節変動については、夏と冬の消費量が多くなる傾向となっています。 

（※１ＭＷｈ＝1,000ＫＷｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■電力使用量電力使用量電力使用量電力使用量のののの推移推移推移推移 
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５－１ 地球温暖化の防止 

 

○地球は、二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」

と呼ばれる微量ガスの温室効果によって、現在の気温

を維持してきました。しかし、産業革命以降、石炭や

石油などの化石燃料を継続的に燃焼し続けたことに

より、大気中の二酸化炭素などが著しく増加し、その

結果、温室効果によって宇宙空間に放出されるはずの

熱が大気中にとどまるようになってしまい、地球の温

暖化が引き起こされてきています。地球温暖化に影響

のあるガスのうち、二酸化炭素が約６割を占めていると考えられていることから、二

酸化炭素の排出抑制が地球温暖化防止における最大の課題とされています。 

○日本は平成９年12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）

において採択された「京都議定書」に基づき、2008 年から2012 年までの5年間の平

均で、温室効果ガスを1990年対比として６％排出削減することを目標に（締約国全体

では５％）国全体で取り組まれてきました。 

また、平成21年9月には国連気候変動サミットにおいて、鳩山首相（当時）が、2020

年までに温室効果ガス25％削減（90年比）することを表明。地球温暖化防止のための

国民的運動「チャレンジ２５」のほか、二酸化炭素の国内排出量取引制度を創設する

などして、より強力に温室効果ガス削減に向けた取り組みが行われています。また飯

山市でも今後、市民や事業者が温室効果ガスの排出削減について学び、二酸化炭素の

排出削減に取り組むための仕組みづくりが急務となっています。 

○二酸化炭素の排出は、日常生活とも密接な関連があり、自動車運行時、電力消費時、

ごみの焼却の際にも二酸化炭素が排出されています。 

 

５－２ オゾン層の保護 

 

○オゾン層とは、地球を取り巻いている成層圏下層（高度15Km～30Km）の比較的オゾン

が多く含まれている層のことであり、有害な紫外線を吸収し、地球上の生命を守って

います。しかし、60 年ほど前に発明されたフロン（正式名

称 CFC: ｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ）が広く使用されたことにより、こ

の30年ほどの間にオゾン層が急激に破壊されてきました。

このオゾン層の破壊により、有害紫外線の到達率が増加す

ることで、皮膚がん、白内障による失明の増加、作物収穫

量の減少、魚類の減少などの影響があると考えられていま

す。 

第第第第５５５５節節節節    地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題    
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オゾン層破壊物質の濃度は、1990年代以降ピークを過ぎ緩やかに減少しているものの、

依然として高い状態にあり大規模な破壊が続いています。 

○日本では、平成４年のモントリオール議定書第４回締約国会合において、オゾン層破

壊物質の回収・再利用・破壊の推進を図ることが議決されたことを受け、「フロン回

収促進のための支援事業」や「フロン破壊モデル事業」の実施が図られ、飯山市でも

平成8年度から平成12年度まで、岳北クリーンセンターへ直接搬入される冷蔵庫を対

象に、フロンの回収を行いました。 

○平成13年4月に特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）が、平成17年1月には

「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」（自動車リサイクル法）が施行される

など、フロンを使用する機器をメーカーがリサイクルするシステムが構築されており、

地球温暖化原因物質の排出を抑制する取り組みの強化が図られています。 

 

５－３ 酸性雨の防止 

 

○酸性雨とは、硫黄を含む化石燃料（石油や石炭）を燃焼させることにより、硫黄酸化

物や窒素酸化物が大気中に放出され、大気中で硫酸や硝酸などに変化した後、雨・雪・

霧などに溶け込んで降ってくる現象です。 

○酸性雨は、一般的にpH5.6 以下のものとされていますが、湖水はpH5.5 まで下がると

魚が死滅し、森林ではpH3.0 以下の酸性雨が降り注ぐと、可視的障害や成長抑制をも

たらすことが実験によってわかっています。 

○原因となる物質が放出されてから酸性雨として降ってくるまでに、国境を越えて数百

から数千ｋｍも運ばれることもあり、その動向を監視するため国際的に協力して世界

各国で様々な観測・分析が行われています。アジアでは、「東アジア酸性雨モニタリ

ングネットワーク（EANET）」の下で、酸性雨モニタリングを共通の手法で行うため

の取り組みが進められています。 
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６－１ 環境保全活動 

（１）地域環境美化活動 

○地域の清潔な生活環境を保持するため、市内の各地域では年２～３回の区内清掃や河

川清掃を実施しています。特に、市では４月の第３日曜日を「全市一斉清掃日」、７

月の第３日曜日を「河川清掃日」と位置づけ、全市一斉の清掃活動を展開しています。 

○多くの事業所においても、従業員による周辺のごみ拾いなどの清掃活動や、工場団地

内の側溝の泥上げ、草刈り等の環境美化活動が行われています。 

○空き缶等の散乱防止を図るためには、行政、

事業者及び消費者が一体となった防止対策

の取り組みが必要であることから、長野県

では５月下旬に県下一斉に「環境美化運動

の日一斉行動」を実施しています。本市で

も県の運動に合わせ、毎年、市民・事業者

の参加により、空き缶等の回収やポイ捨て

防止の啓発活動を行っています｡ 

 

（２）地域における環境保全事業 

○清らかで安全な河川環境の保全のため、市内には１０の中小河川周辺の市民が２１の

河川愛護団体を結成し、毎年、草刈りや清掃活動を行っています。 

○本市では平成20年度から22年度まで「悠久のふるさとづくり支援事業」、また23年度

には「輝く地域づくり支援事業」として、住民が自ら考え、自ら行う事業に対し助成

を行い、地域の活性化を図っており、環境の保全や景観形成に関連する事業にも役立

てられています。 

 

 

実施団体 概要 

神戸むらづくり委員会 
県指定天然記念物「神戸の大イチョウ」周辺の保全活動を実

施。 

団塊世代の地域デビュー応

援事業実行委員会 

ガーデニングについて講習を受け、湯の入荘周辺ほか市内道

路の周辺に季節の花々の植栽、管理を実施。 

 

６－２ 環境教育 

○環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を実現していくためには、市民一人ひ

とりが環境に関心を持ち、環境保全活動に参加する意欲や環境問題の解決に資する能

力を育成することが重要です。 

○本市では、次世代を担う子供たちに、自然体験や生活体験の機会を積み重ねていくこ

第第第第６６６６節節節節    環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動・・・・環境教育環境教育環境教育環境教育    

市民、事業者、行政が参加し行われている

「ごみ 0 運動の日」の活動の様子 

■■■■「「「「輝輝輝輝くくくく地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援事業支援事業支援事業支援事業」」」」におけるにおけるにおけるにおける環境保全等環境保全等環境保全等環境保全等のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度分年度分年度分年度分）））） 
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とが環境教育としての重要課題として位置づけ、自然環境の保全や環境意識の啓発を

進めるために「せせらぎサイエンス」、「３Ｒ推進ポスターコンクール」、「エコア

イディア工作コンクール」などを通じ、環境教育を推進しています。 

○公民館においても、環境セミナー等の講座において環境に関わる講演会や、子供たち

を対象にした体験学習を行っています。 

また、地域等での出前講座においても生ごみ堆肥化やごみの減量など、環境に関わる

講座の要請が多くなってきています。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「環境セミナー」の様子 「３Ｒポスターコンクール」作品 

ごみ減量・廃食用油の回収等、環境を守る活動を 

消費者の目線で長年取り組む「飯山くらしの会」 
 

市民の皆さん 15 人で活動する「飯山くらしの会」。 

環境ホルモンなどの食品問題、大気や水の汚染問題、 

悪質商法などによる消費者被害の問題など、身の回りの 

くらしにかかわる問題について、長年、広く学習や啓発活 

動を行ってきました。 

現在は段ボールを使った生ごみ堆肥化講習や、家庭 

で不要となった食用油の回収、また回収した油を原料とした石けん作り講習などを通じ、消費

者の目線でごみ減量や３Ｒのための啓発活動を行っています。 

 段ボールを使った堆肥づくりは、身の回りにある材料を使い行うことができ、もえるごみの約

半分を占める生ごみの減量に大きな効果があります。また、廃食用油の回収により、台所から

下水道や河川に流される油をなくし、それからできた石けんは、汚れが良く落ちると評判です。 

くらしの会の皆さんによる講習会は飯山市の出前講座と連携して、各種イベントや地区・グ

ループの受講も受け付けています。ぜひ一度、挑戦してみてください。 

（お問い合わせ先：市役所市民環境課生活環境係） 

段ボールを使った生ごみ堆肥化の実演講習 
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７－１ 市民アンケート調査結果 

 

○市民の環境への関心や、環境への取り組みの現状を把握するために、平成 23 年 2月   

 にアンケート調査を行いました。（第 1 次アンケート） 

○しかし、そのすぐ後の 3 月、東北・関東、長野県北部などで相次いで大きな地震災害

が発生し、原子力発電所の事故も発生しました。このような状況において、市民の皆

さんの環境に対する意識も大きく変わることが予想されたことから、同年 8 月、原子

力や放射能問題に関する設問の追加など、2月のアンケート内容を一部修正し、再度

アンケート調査を実施しました。（第２次アンケート） 

○また次代を担う若い世代の意識把握を目的に、市内の中学生を対象としたアンケート

調査を同年 10 月に実施しました。（中学生アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第７７７７節節節節    市民意識市民意識市民意識市民意識にににに見見見見るるるる環境問題環境問題環境問題環境問題    

アンケートアンケートアンケートアンケート調査実施状況調査実施状況調査実施状況調査実施状況    

○調査対象 

・第 1 次アンケート：無作為に抽出した市内にお住まいの 20 歳以上の市民 1000 人 

・第 2 次アンケート：無作為に抽出した市内にお住まいの 20 歳以上の市民 500 人 

・中学生アンケート：飯山市立城北中学校及び城南中学校生徒１６０人 

○調査方法：調査用紙の郵送 

○回収率 

・第 1 次アンケート：43.4％（回答数 434 人） 

・第 2 次アンケート：37.6％（回答数 188 人） 

・中学生アンケート：85.0％（回答数 136 人） 
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21.1%

19.1%

31.0%

30.3%

26.4%

26.4%

20.9%

23.7%

10.3%

20.5%

39.3%

14.9%

18.2%

31.7%

12.6%

23.9%

14.5%

22.8%

24.6%

17.7%

17.0%

9.0%

21.6%

10.1%

19.5%

17.7%

16.1%

15.6%

19.5%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%今のままでよい どちらかというと今のままでよい

どちらかというと改善すべきである もっと改善すべきである

未回答

27.9%

36.0%

21.3%

17.6%

19.1%

8.8%

12.5%

25.0%

41.2%

22.8%

43.4%

33.8%

32.4%

33.8%

32.4%

22.8%

36.8%

39.0%

39.0%

24.3%

38.2%

19.9%

21.3%

30.1%

35.3%

39.0%

58.8%

39.7%

27.9%

11.8%

58.1%

30.1%

8.8%

8.8%

16.2%

13.2%

9.6%

9.6%

11.0%

8.1%

8.1%

9.6%

8.8%

8.1%

自動車の排気ガス

工場、野焼きなどのばい煙、悪臭

生活排水による水質汚濁

工場排水による河川や地下水の水質汚濁

工場、自動車、鉄道などによる騒音・振動

生活に伴う近隣騒音

ダイオキシンなどの有害物質による人体への影響

犬のふんの放置

町中や道路でのタバコやごみのポイ捨て

ネオンや街灯による光害

ごみの不法投棄

29.0%

28.3%

23.0%

15.0%

16.1%

8.5%

15.7%

38.5%

44.2%

31.8%

43.1%

38.0%

37.1%

36.9%

35.0%

35.7%

35.0%

32.0%

30.2%

28.3%

33.2%

16.1%

21.2%

24.0%

31.6%

36.9%

45.4%

35.5%

16.4%

13.8%

57.1%

22.6%

11.8%

12.4%

15.9%

16.6%

12.0%

10.4%

13.8%

13.1%

11.8%

10.1%

12.4%

4.4%

自動車の排気ガス

工場、野焼きなどのばい煙、悪臭

生活排水による水質汚濁

工場排水による河川や地下水の水質汚濁

工場、自動車、鉄道などによる騒音・振動

生活に伴う近隣騒音

ダイオキシンなどの有害物質による人体への影響

犬のふんの放置

町中や道路でのタバコやごみのポイ捨て

ネオンや街灯による光害

ごみの不法投棄

身近に感じる あまり身近に感じない 身近に感じない 未回答

（１）飯山市の環境の現状と今後についてどのようにお感じになっていますか。 

環境の現状に関する意識（左グラフ）については、下記の項目で「そう思わない」（現

状に満足していない意見）が比較的多く、同じ項目について将来にむけた意識（右グラ

フ）も「改善すべき」との回答が比較的多く、環境改善が望まれています。 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）周辺の環境について 

 ①周辺の「生活環境」について身近に感じますか。 

 第 1 次と中学生アンケート結果の比較を見ると、生活環境の問題について身近に感じ

ている割合は、20 歳以上の方に比べ、中学生の割合は全体的に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.8%

17.5%

46.2%

46.4%

39.1%

43.4%

19.1%

23.0%

6.9%

14.9%

31.3%

17.5%

16.1%

29.4%

18.4%

19.3%

22.1%

11.3%

24.6%

8.0%

34.0%

6.4%

13.6%

11.5%

4.6%

10.3%

6.4%

8.0%

6.7%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

川の水はきれいである

近くによく利用する公園や広場がある

清掃がされていてまちがきれいである

近所の人のごみ出しのマナーが良い

災害にも安全で安心して暮らせる

福祉に配慮されていて住みやすい

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

未回答

現状について（第 1 次アンケート） 将来について（第 1 次アンケート） 

第
１
次
ア
ン
ケ
ー
ト 

中
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト 
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49.9%

37.0%

29.4%

31.5%

25.1%

25.5%

21.4%

30.1%

32.9%

31.5%

33.6%

29.9%

7.8%

10.8%

9.2%

12.9%

12.9%

23.7%

23.9%

25.1%

25.5%

26.9%

26.7%

4.1% 0.9%

1.1%

1.8%

2.3%

1.6%

5.1%

地球温暖化による気候の変化

オゾン層の破壊に伴う紫外線による人体への影響

酸性雨による植物の枯死や構造物の劣化

森林伐採による気候や生態系の変化

野生動物の減少や生態系の変化

化石エネルギーや資源の減少

とても関心がある 少し関心がある あまり関心がない 全く関心がない 未回答

33.8%

19.1%

13.2%

16.2%

21.3%

21.3%

27.2%

21.3%

27.2%

21.3%

26.5%

16.2%

19.9%

22.1%

26.5%

16.9%

22.8%

14.0%

26.5%

19.9%

19.1%

19.1%

22.8%

15.4%

16.9%

16.2%

16.9%

17.6%

13.2%

9.6%地球温暖化による気候の変化

オゾン層の破壊に伴う紫外線による人体への影響

酸性雨による植物の枯死や構造物の劣化

森林伐採による気候や生態系の変化

野生動物の減少や生態系の変化

化石エネルギーや資源の減少

59.3%

52.2%

45.7%

48.5%

45.7%

60.9%

56.1%

62.3%

83.5%

67.6%

69.1%

64.9%

62.2%

78.7%

77.1%

80.9%

第1次 第2次

 ②周辺の「地球環境」について関心がありますか。 

 第 1 次と中学生アンケート結果の比較を見ると、ともに「地球温暖化による気候の変

化」について身近に感じている方が多いことが分かります。ただ全体的に中学生の関

心が低いので、関心を高めるための啓発なども取り組みが必要と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ③周辺の「自然環境」について関心がありますか。 

 下記のグラフは第 1次と第 2 次アンケートにおいて、設問に対し「とても関心がある」

「関心がある」と回答した人を合計した割合を比較したものです。震災前の第 1 次に

比べ、震災後の第 2 次では関心が高まっていることが分かります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
次
ア
ン
ケ
ー
ト 

中
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト 

自然地の荒廃、減少 

身近な生き物の減少 

特定外来生物（海外起源の生物）の増加 

河川改修などによる自然河川の減少 

公共事業などによる地形の改変 

農地の荒廃 

地下水の減少や汚染 

野生動物による農産物などへの被害 

 



第 2 章 環境の現状 

 33 

58.9%

62.1%

57.2%

28.7%

48.0%

55.6%

55.4%

9.7%

51.3%

26.2%

20.7%

25.3%

32.2%

23.0%

25.1%

14.0%

32.5%

30.1%

7.4%

8.7%

10.3%

20.2%

18.6%

11.3%

8.3%

24.4%

24.2%

52.0%

14.7%

17.5%

61.6%

25.3%

9.2%

26.4%

7.4%

8.3%

12.2%

3.0%

4.8%

3.7%

4.6%

5.3%

4.1%

3.7%

3.2%

4.4%

3.9%

4.1%

4.8%

4.1%

6.0%

4.1%

3.9%

4.8%

3.4%テレビのつけっぱなしをやめ、使わない照明をこまめに消している

冷暖房の設定温度は控えめにしている

冷蔵庫の扉の開け閉めを少なくする

コンセントをこまめに抜き、待機電力の無駄な消費をしない

電化製品などを買うときは省エネ設計のものを選ぶ

歯磨きや洗面時にこまめに水を止める

風呂の残り湯を洗濯などに利用している

太陽熱などの自然エネルギーを利用している

リサイクル商品を購入するようにしている

メモ用紙などは広告紙の裏などを利用している

将来、太陽熱などの自然エネルギーを利用することを考えている

いつも実行している 時々実行している 実行したいと思っている 実行していない 未回答

85.1%

82.8%

82.5%

60.9%

71.0%

80.7%

69.4%

6.7%

9.4%

42.1%

81.4%

84.6%

81.4%

81.4%

60.6%

68.1%

79.3%

67.6%

7.4%

11.7%

36.2%

73.4%

第1次 第2次

（３）環境のために実行していることについて 

 ①あなたは日常生活の中で環境のためにどのようなことをしていますか。 

 日常生活で行っている環境行動のうち「省エネルギーや省資源の促進」について実行

していることの第 1 次結果は下記の通りとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、震災後に行った第 2 次アンケートの結果のうち、「いつも実行している」「時々

実行している」人の割合を第 1 次の割合と比較すると、次のグラフの通りとなります。 

震災を機に環境への関心が高まっていたことから、環境行動も増えていることが予想

されましたが、第 1 次から第 2 次にかけて有意な数値の変化は見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
次
ア
ン
ケ
ー
ト 

テレビのつけっぱなしをやめ、使わない照明をこまめに消している 

冷暖房の設定温度は控えめにしている 

冷蔵庫の扉の開け閉めを少なくする 

コンセントをこまめに抜き、待機電力の無駄な消費をしない 

電化製品などを買うときは省エネ設計のものを選ぶ 

歯磨きや洗面時にこまめに水を止める 

風呂の残り湯を洗濯などに利用している 

太陽熱などの自然エネルギーを利用している 

将来、太陽熱などの自然エネルギーを利用することを考えている 

リサイクル商品を購入するようにしている 

メモ用紙などは広告紙の裏などを利用している 
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55.3%

45.7%

67.6%

62.8%

45.2%

43.6%

40.4%

47.3%

30.9%

61.2%

67.0%

65.4%

67.6%

63.8%

66.5%

34.6%

42.0%

23.4%

28.2%

36.2%

37.8%

38.3%

34.0%

38.8%

29.8%

26.1%

25.5%

22.3%

26.6%

22.3%

7.4%

8.0%

4.8%

5.9%

14.9%

13.3%

17.0%

13.8%

20.7%

5.3%

4.3%

5.3%

5.3%

4.8%

5.3%

4.8%

3.7%

4.8%

4.3%

3.7%

4.8%

0.5%

0.5%

1.6%

2.1%

2.1%

1.1%

1.1%

1.1%

1.1%

0.5%

1.1%

1.1%

2.7%

2.7%

3.2%

3.7%

3.7%

2.7%

3.2%

2.1%

1.6%

2.1%

放射線、放射性廃棄物に関する基礎知識

原子力発電に関する基礎知識

福島第一原発事故に伴う国や電力会社の対応

福島第一原発事故に伴う県や市町村の対応

自宅周辺の現在の放射線量

学校・保育園・幼稚園周辺の現在の放射線量

放射性物質による自分の健康被害

放射性物質による家族の健康被害

放射性物質による野生動植物、ペットへの影響

放射性物質による農地・作物・家畜への影響

放射性物質による水道水、大気への影響

放射線被ばくによる食品への影響

放射線被ばくによる将来生まれてくる子供たちへの影響

放射線被ばくの防護対策

柏崎刈羽原子力発電所に関すること

とても関心がある 少し関心がある あまり関心がない 全く関心がない 未回答

10.6%

10.6%

12.2%

11.7%

15.4%

17.6%

18.6%

16.5%

18.6%

18.6%

14.9%

19.7%

10.6%

27.7%

26.6%

17.0%

14.9%

19.7%

21.8%

14.9%

22.9%

20.7%

22.9%

23.9%

18.1%

16.5%

17.0%

18.6%

20.2%

21.3%

19.7%

15.4%

17.6%

15.4%

16.0%

14.4%

17.6%

14.4%

12.8%

11.7%

5.9%

5.3%

17.0%

11.2%

16.0%

12.2%

12.2%

16.0%

11.7%

11.2%

10.1%

13.3%

15.4%

6.9%

5.3%

7.4%

6.9%

5.3%

6.4%

5.3%

5.3%

5.9%

5.3%

放射線、放射性廃棄物に関する基礎知識

原子力発電に関する基礎知識

自宅周辺の現在の放射線量

学校・保育園・幼稚園周辺の現在の放射線量

放射性物質による自分の健康被害

放射性物質による家族の健康被害

放射性物質による野生動植物、ペットへの影響

放射性物質による農地・作物・家畜への影響

放射性物質による水道水、大気への影響

放射性物質による食品への影響

放射線被ばくによる将来生まれてくる子供たちへの影響

放射線被ばくの防護対策

柏崎刈羽原子力発電所に関すること

とても関心がある 少し関心がある あまり関心がない 全く関心がない 未回答

（４）放射能問題について 

 

  

 

①あなたが放射能問題について関心がある事は何ですか。 

 一般の方はどの項目についても「とても関心がある」の割合が高い結果となりました

が、中学生はまだ関心が低い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災後に行った第 2 次アンケートでは、原子力発電所事故による放射能問題が発生し

ていることから、放射能についての設問を新たに追加しました。 

第２次アンケート 

中学生アンケート 
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92

98

71

86

111

103

107

110

85

89

45

99

27

45

42

60

52

29

46

46

44

37

38

67

②あなたは放射能問題に関する今後の対応について、何をすべきと思いますか。 

（複数回答可） 

「国・県・市等の対応について」は、一般は稼働中の原子力発電所の安全確認が最も多

く、その他、一般は情報の提供や放射線量の測定・公表が上位となっています。一方中

学生は、太陽光発電の普及が最も多い結果となりました。 

「個人の対応について」は、一般・中学生ともに「省エネによる電気使用量の削減」が

最も上位となりました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線について正しい知識を得るための学習会の開催 

子供たちへの放射線に関する知識の教育 

放射能事故発生時を想定した訓練の実施 

補助金交付等による太陽光発電の家庭への普及 

稼働中の原子力発電所の安全確認の徹底 

原子力発電から脱却し自然エネルギーを利用した発電へ移行する 

市内複数箇所での継続的な放射線量の測定・公表 

国･県・市町村から住民への定期的な情報の提供 

電力会社から住民への定期的な情報の提供 

 

放射能の基礎知識の習得 

個人レベルでの放射線量測定等による安全確認 

省エネによる電気使用量の削減 

○国・県・市等の対応について 

○個人の対応について 

第２次アンケート 

○国・県・市等の対応について 

中学生アンケート 

放射線について正しい知識を得るための学習会の開催 

子供たちへの放射線に関する知識の教育 

放射能事故発生時を想定した訓練の実施 

補助金交付等による太陽光発電の家庭への普及 

稼働中の原子力発電所の安全確認の徹底 

原子力発電から脱却し自然エネルギーを利用した発電へ移行する 

市内複数箇所での継続的な放射線量の測定・公表 

国･県・市町村から住民への定期的な情報の提供 

電力会社から住民への定期的な情報の提供 

放射能の基礎知識の習得 

個人レベルでの放射線量測定等による安全確認 

省エネによる電気使用量の削減 

○個人の対応について 
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環境をあまり重視
していない方だ。,

2%

環境はほとんど
重視していない。,

4%
環境を最優先で
重視している。

7%

未回答   2%

どちらかと言えば
環境をやや後回
しにしている方

だ。  13%

環境をかなりの優
先度で重視して

いる。  24%

どちらかと言えば
環境をやや重視
している方だ。

 20%

どちらとも言えな
い。   28%

2

1

11

3

9

8

16

1

2

売り上げが伸びた

無駄が減って利益率が高まった

従業員の環境に対する意識が高まった

会社のイメージが良くなった

特に効果はなかった

かえって手間や費用がかかり負担となっている

特に取り組みを行っていない

その他

未回答

７－２ 事業者アンケート調査結果 

 

○事業者の環境への関心や環境への取り組みの現状を把握するため、平成 23 年 2 月、

市民アンケートにあわせて事業者を対象としたアンケート調査を行いました。 

 

 

 

 

 

（１）環境への重視度 

事業を行う上でどの程度環境を重視しているかの質問に対し、半数以上の事業所は重

視しているという結果となりました。一方、まだ環境について配慮を行っていない事業

所も見られ、環境に配慮することの必要性などについて、一層の啓発が必要と考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）環境への取り組みを行うことで、どのような効果がありましたか。 

効果が出ているという中では、従業員の意識向上が最も多くなっています。一方、手

間や費用がかかり負担となっている、という意見もあり、環境への取り組みをメリット

につなぐための情報や仕組みづくりが必要と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

アンケートアンケートアンケートアンケート調査実施状況調査実施状況調査実施状況調査実施状況    

○調査対象：無作為に抽出した市内１００の事業所 

○調査方法：調査用紙の郵送      ○回収率：46.0％（回答数 46） 
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23.9%

6.5%

69.6%

80.4%

76.1%

23.9%

47.8%

19.6%

6.5%

2.2%

37.0%

34.8%

67.4%

4.3%

37.0%

39.1%

37.0%

17.4%

26.1%

17.4%

6.5%

10.9%

6.5%

8.7%

15.2%

28.3%

26.1%

19.6%

15.2%

17.4%

15.2%

10.9%

10.9%

6.5%

15.2%

6.5%

17.4%

43.5%

78.3%

13.0%

10.9%

15.2%

17.4%

50.0%

87.0%

43.5%

45.7%

15.2%

78.3%

50.0%

37.0%

71.7%

47.8%

15.2%

8.7%

6.5%

13.0%

6.5%

6.5%

15.2%

10.9%

8.7%

8.7%

37.0%

47.8%

69.6%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

2.2%

4.3%

2.2%

2.2%

2.2%

グリーン購入（環境にやさしい物品等の購入）

電気自動車・ハイブリッド車などの導入

再生紙の使用

ごみの徹底分別

ごみの減量

地球温暖化対策

省エネ対策

環境に関する社員教育

環境に関するボランティア活動

太陽光、風力などの新エネルギーの導入

エコドライブの実践

アイドリングストップの実践

ごみのリサイクル

環境にやさしい製品開発や技術開発

クールビズ・ウォームビズの実践

廃食用油のリサイクル

事業活動に伴う有害物質の削減

生ごみの堆肥化

公害防止対策

実施している 実施を検討中 実施していない 未回答

（３）環境に配慮している事項 

日常業務の中で環境のために配慮している事項としては、ごみの分別、減量、リサイ

クルなどが高くなっています。一方、世界全体の課題となっている地球温暖化対策は、

まだ取り組みが少ない状況となっており、啓発を行っていく必要があります。 
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７－３ 市民アンケート調査 自由意見 

 

 

①ごみ・資源について 

・ 便利ではあるが、ゴミになる包装や、パックなど元から作らないことも大事な気がする。

分別のために洗浄し水を汚している様に思う。衛生面ではよいかもしれないが、神経質

にならない程度に汚さない、片付ける、きれいにする、無駄を無くすを心がけたい。 

・ 商品の包装について、なるべく大げさなパック等を使わないようにしたり、刺身パック

など回収したりするようにしてもらいたい。またスーパー等のゴミ袋の売り上げの一部

を減量対策の運動に使えるようにするのはどうか。 

・ ゴミの分別が生活に定着してきた。 

・ 生ゴミダンボール堆肥化等モデル地区を聞いていますが、成果あったのだろうか。推進

していたことは知っているが、その成果について一般市民は知りません。 

・ 冬場、ゴミの収集場所が遠いため、高齢者はゴミ出しが困難。地域でサポートする工夫

ができればと思う。 

・ 生ゴミは特別回収して（特に町中）堆肥化し、伐採樹木、草木などをチップ化し堆肥化

して農業資源とすれば、産業がひとつ出来上がり、雇用増大、焼却費用の削減ができる。

このようなプロジェクトを立ち上げる。行政担当の発想転換とリーダーシップが問われ

ていると思う。 

・ ペットボトル飲料や缶飲料は、子供の頃から買わないように教育する。 

・ ゴミの有料化には反対。近所ではそれでなくても市のごみ減量化に協力しているという

理由で畑に穴を掘ってごみを燃やしている家も多い。 

・ 年２回、夏物の衣類の回収があるが、‟目的”をもっと詳しく市民に説明してほしい、

知らない人が大勢おりもったいない。 

・ 酒を買うときにビンを持っていくと詰めてもらえるとうれしい。スーパーでビンの回収

をしてもらいたい。 

・ 子供と一緒に資源物の分別をすると、子供も協力してやってくれるようになった。自分

たちが出来ることを少しずつでもやって、良い将来になるようにしたい。 

②自然環境について 

・ 水田等の基盤整備が進み身近な水路等がコンクリートとなり、身近な水生動物が見えな

くなった。どこか一定の所に復元できないか。 

・ トレイルに力を入れているのは分かるが、山に人が団体で歩いているのはやはり自然で

はない。観光には良いかもしれないが、環境には良くない。 

・ 飯山の田舎っぽいところ（自然、空気）が大好きだからずっと残してほしい。 

・ 里山を大事に保全し、人間と動物が共生できる環境が望ましい。 

・ 野生動物による農作物への被害対策は理解できるが、トラバサミは違法なので取り締ま

りをしてほしい。野生動物のため少しは我慢も必要。 

・ 外来種の駆除をお願いしたい。 

・ 野生動物による被害が多くなってきているので、何か良い方法を考えて欲しい。 

第 1次アンケート 
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③生活環境について 

・ 町で誰でもが挨拶できるような温かい街づくりをしてほしい。 

・ 近所の畑の野焼きがとても気になる。家の中までで臭くなるので何か指導してほしい。 

・ 農業等で出るゴミ（野焼き、アスパラ等の残茎）を環境を気にしながら処理するのがつ

らい。家族、地域全体の協力が必要。 

・ 飯山は車が無いと生活が不便であるが、自家用車の増加で排気ガスによる大気汚染が心

配なため、公共交通を充実させてほしい。 

・ 豪雪こそ飯山の個性なので、それをもっと環境に利用できるようなアイデアが欲しい。 

・ 地球温暖化は個人でどれだけの事ができるのか疑問だが、地球のあちこちでゲリラ豪雨

や大雪などが降っているとこれから先の天候が不安になる。 

・ 犬の糞の放置に迷惑している。自分も犬を飼っているが、同じ愛犬家としてとても恥ず

かしく、同じ様な目で見られることが不愉快で情けない。 

④農業について 

・ 荒廃農地の有効活用、農業を始める人へのバックアップ、有害鳥獣対策が必要と思う。 

・ 農業をする人が減少し、荒れた農地ばかりとなり動物が出てきて困る。 

・ 農地の畔草の焼却や稲わらの焼却に関して最近うるさく言われているが、農作業にとっ

て大事な事であるので、規制はしないでほしい。農家は自然環境を守っている。 

⑤景観について 

・ 素朴な風景をもっと売りにしてスローライフを提唱する町にした方が良いと思う。 

・ 都市化が進み新幹線の高架橋やトンネル工事も進んでいる。便利でありがたい半面、子

供の頃見ていた景色がどんどん変化していくことに淋しさを感じる。 

・ バイパスを通ると景色が美しいと思える。 

・ 新幹線の駅として立派なビルが建つそうだが、せっかくの飯山の素朴さが消えてゆくの

は残念。昔の長野駅も、現在のビルの様な駅になってつまらないものになってしまった。

飯山駅はその様にならないでほしい。 

⑥その他 

・ 地域の人々が集まる場所、たとえばお寺や神社、城を整備したり、伝統ある工芸品など

の活性化に力を入れて取り組むべきと思う。 

・ 空き家が増加しているので対策が必要ではないか。 

・ 飯山の自然や暮らしが好き。なんでもないこの風景がずっと変わらないことを願う。 

・ 地域によっては高齢化が進み、80 歳に近い一人暮らしの方でも、年ごとに当番制で組

長が回ってきて、その任務に一年間関わることになる。夏場は何とかできても、冬場の

集配等々、腰痛、ヒザ痛など、老いての辛さは大変な事。このような現状の改善を区長

総会やら民生委員総会等でぜひ検討していただきたい。 
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①放射能問題について関心があること 

・ 農作物等への汚染が心配。地元産品の風評被害を心配しながら、他地域からの産物に対

し風評に流されている自分がいる。情報をしっかり入れながら対応したい。 

・ 放射能の影響は子供が受けやすく、10 年、20 年先に症状が出ると聞き不安。子供を守

る学校、保育園、幼稚園には出来るだけ情報開示してほしい（敷地内の放射線量や給食

で扱う食品の産地等）。人的に大変かもしれないが、ボランティアを募集する等してぜ

ひやってほしい。 

・ 飯山は大丈夫だと思っているので、関心が薄いかもしれない。 

・ 放射能の件は世の中ちょっと騒ぎすぎだと思う。レントゲンなど誰でも多少は放射能を

浴びてもいる。それよりタバコの方が害は大きいと思う。 

②放射能問題の対応ですべきと思うこと 

・ 農作物の放射線量の測定・公表（飯山近隣地域）。 

・ 小水力発電への補助等、身近なところに期待したい。飯山では冬期の太陽光は厳しい為。 

・ 自分の住んでいるところが原発より何キロで、事故の時どう対処するのか自治体として

の採るべき対策を聞かせてほしい。 

・ 刈羽原発が福島のようになった場合、飯山市ではどのような対応が出来るのか。訓練や、

市・地区ごとに大規模な訓練、情報交換、区長などの対応等、マニュアルだけではなく、

実際に本当に問題がなく対応できるのかなどをやってみるべきではないかと思う。 

・ 刈羽原発での事故発生を想定した、避難マニュアルの作成。 

・ 健診の項目に被ばく量計測を入れてほしい。 

・ 放射能に対しての正しい知識を習得し、日ごろから災害に対する備えをし、家族単位の

訓練が必要と感じる。 

③震災後に意識が変わったこと 

・ 節電はもとより、すべての物を大切に生かして使うようにしている。生活を切りつめ寄

付をする努力をしている。また地震や原発、環境について本等で学習するようになった。 

・ 防災グッズを用意したいと思う。懐中電灯はそばに置いた。以前ほどではないが、トラ

ウマ状態がまだ残っている。 

・ 当たり前だと思っていた事に、感謝できるようになった事。 

・ いかに電気エネルギーに依存していたか痛感した。 

・ 水、電気、ガスなどの貴重さを実感し、無駄な浪費は控えようという意識に変わった。 

・ 食品の安全性について、家族のことも考えて、以前よりも買い物等には気をつけている。 

・ 地震の大きさ、被害の大きさを出来るだけ子供たちには話している 

・ 家族で緊急時の避難場所を再確認した。原発に関する意識が大幅に高まった。節電意識

が、より高まった。 
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①放射能問題について関心があること 

・ 将来原子力発電が危険になりすぎて使用しなくなった場合、どのようにして発電を行っ

ていくのか。一度震災で原発の放射線の影響を受け原発の恐ろしさを知ったのに、どう

して新しい原発を建てようなどという意見が出ているのか。多くの被災者がいるこの現

状で、どうして国会議員は無駄なケンカなどしているのか。 

・ 特になし、でも将来不安。 

②放射能問題の対応ですべきと思うこと 

・ 放射線量を私達に知らせてほしい。隅々の地域まで調べてほしい。 

・ 太陽光発電施設の設置、安全確認の徹底と状況の公表。 

・ みんなに放射能測定器をあげる。 

・ 放射線、放射線と福島県や、その他の地域のように、大ごとにし過ぎないようにした方

がいい。 

・ 節電。自然エネルギーを使った電気を使う。 

・ 出来るだけ家族で１つの部屋にいるようにして、無駄な電気は一切使わない。 

中学生アンケート 


